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●稲ＷＣＳをめぐる状況

自走式専用ロールベーラーの利用
も増加（19年度までに１52台導入）

○稲ＷＣＳの作付マップ

〔トピックス〕
○ 新品種（稲WCS専用）の開発

19年度1品種(べこごのみ)
20年度３品種

（たちすがた、きたあおば、モミロマン）

〔課 題〕
○ 直播き等の低コスト栽培技術の普及
○ 栄養収量の高い専用品種の開発

ラッピングサイレージ

○ 稲ＷＣＳ専用ロールベーラー等の導入（補助率1/2）

○ 稲ＷＣＳ生産に対する単位面積当たり助成
（上限：13,000千円/10ａ）

○ 産地づくり交付金（米の生産調整のメリット措置）の活用
（地域の創意工夫により使途や単価を設定）

○ 水田等有効活用促進交付金（稲ＷＣＳの生産拡大に対して
35,000千円/10aを助成）（H21新規予定）

○ 稲ＷＣＳの給与実証への支援 （10,000千円/10ａ）

●稲ＷＣＳ作付・利用拡大のための対策

１．稲発酵粗飼料の利用・拡大

１

○ 稲発酵粗飼料（稲ＷＣＳ）は、稲作農家にとっては作りやすく、畜産農家にとっては飼料価値の高い「飼料作物」
として、転作田での作付が増加。

○ 最近は、稲作農家により構成される生産組織が専用機械を導入して収穫し、畜産農家へ販売する事例も増加。

注：稲ＷＣＳとは、稲の穂と茎葉を丸ごと乳酸発酵させた粗飼料（ホールクロップサイレージ：Whole Crop Silage）のことをいう。

○稲発酵粗飼料の作付面積の推移 （単位：ha）

年度 全国
熊本県 宮崎県 宮城県 秋田県 栃木県 福島県 茨城県

12 502 139 225 9 － 2 1 －
15 5,214 1,348 912 190 290 164 169 96
16 4,375 1,064 851 158 284 95 87 146
17 4,594 994 862 182 286 134 90 205
18 5,182 1,123 986 249 311 188 97 223
19 6,339 1,412 1,176 494 334 220 119 252

20（見込） 8,931 1,623 1,590 805 584 358 331 322
資料：農林水産省生産局調べ



２． 飼料用米の利活用の推進

(単位：ha）

年度 17 18 19 20（見込み）

1,61110445全国計 292

○ 飼料用米の作付面積

（稲作農家）

・ 水田の有効利用。

・ 通常の稲作栽培体系と同じ

で取り組みやすい。

・ 農機具などの新規投資不要。

・ 連作障害がない。

（畜産農家）

・ 輸入とうもろこしより安ければ、

配合飼料の原料として利用が

可能。

・ 長期保存が可能。

・ 配合飼料の場合、特別な設

備や手間が不要。

・ 輸入トウモロコシとの価格差縮小。

・ 安定した供給計画の策定。

・ 多収品種の種子の安定供給。

・ 保管・流通体制の確立。

・ 配合飼料の原料として本格的に

取り扱うには、既存施設の見直し

等配合飼料工場の条件整備。

【普及拡大のための課題】【メリット】

●飼料用米生産・利用拡大のための対策

○産地づくり交付金（米の生産調整のメリット措置）の活用（地域の

創意工夫により使途や単価を設定）。

○水田等有効活用促進交付金により、飼料用米の生産拡大に対

して55,000円/10aを助成 （H21新規予定）。

○飼料用米の利活用をモデル実証するのに必要な経費に対し、飼

料用米導入定着化緊急対策により定額補助。

○飼料用米の利活用に必要な機械等の整備を支援。
飼料向けとなる多収品種の子

実（上段：籾、下段：玄米）
（左側２つが飼料専用品種、

右側は主食用）

出所：生産局畜産部畜産振興課調べ。

２

○ 飼料用米の作付面積ついては、地域水田農業活性化緊急対策等の支援措置を活用しつつ、平成２０年度に前年の５倍以

上に拡大。平成２１年度以降は、水田等有効活用促進交付金の戦略作物に飼料用米を位置付け、従来を上回る支援を展開。

○ 飼料用米が一般的な配合飼料の原料として広く利用されるためには、①価格が輸入とうもろこし価格より優位であること、

②畜産物の品質に配慮した配合となっていることが必要である。



稲わら収集地域

久留米

稲わら供給地域

○ 稲わらの生産量に対して飼料用への仕向けは約１０％であり、飼料自給率の向上や口蹄疫問題等も考慮すれば、
今後、すき込み、焼却されている国産稲わらの一層の飼料利用を推進することが重要。

○ 稲わらが不足する地域へ、稲わら生産地帯から広域流通により供給する体制を確立することが重要。
このため、「国産粗飼料増産対策事業（粗飼料広域流通モデル確立）」により、地域に広域流通拠点の整備を新たに

推進予定。

九州北部の水田地帯から収集した稲わらを圧縮梱包し、南九州を中心とし
た需要県への広域流通を促進するための調査や実証を全国農業協同組合連
合会が久留米市を拠点に、平成18年10月より実施。

○国産稲わらの用途別利用状況（平成１８年産）

すき込み
その他
75.9%

焼却
2.7%

堆肥用
6.4%

敷料用
4.0%

飼料用
10.3%

加工用
0.7%

９３１千㌧

３６１千㌧

５７９千㌧

６５千㌧

６，８７１千㌧

稲わら生産量

９，０４９千㌧

２４３千㌧

○飼料用稲わら需給の推移
（単位：千ﾄﾝ）

区　　分

① ② ④ ⑤=②+④ ②/⑤
昭和55年産 11,659 1,855 48 1,903 97.5%
平成  2年産 10,119 1,646 181 1,827 90.1%
　　　  7年産 10,309 1,343 223 1,566 85.8%
　　  12年産 9,417 1,085 230 1,314 82.6%
　　  14年産 9,026 1,077 103 1,181 91.2%
　　  15年産 8,714 1,011 179 1,190 85.0%
　　  16年産 9,017 924 147 1,071 86.3%
　　  17年産 9,290 1,077 12 1,089 98.9%
　　  18年産 9,049 931 20 951 97.9%

11.6%
10.3%

13.0%

15.9%
16.3%

10.2%

飼料
仕向量

11.9%
11.6%

11.5%

自給率
稲わら
生産量

飼料
利用率

輸入量
飼料

需要量
③=②/①

・200kg/個の稲わらロールベールを解体し、20kg/個のコンパクトベールに圧縮梱包・
圧縮梱包することにより、輸送及び保管の効率性、給与作業の利便性が向上。
・コンパクトベール量産による低コスト化が必要。

３．稲わら利用の推進

３

○ 九州における稲わら供給基地の整備

注１： 輸入稲わらは、こも・むしろ等加工品を含む。
注２： 稲わらの輸入はほとんどが中国からであるが、平成14年4月から15年4月ま

ではニカメイガの幼虫が発見されたことにより、また17年5月から19年8月は口

蹄疫の侵入防止のために、中国産稲わらの輸入が停止された。



○ 近年、青刈りとうもろこしについては、道東向けの新品種の育成・普及や省労力収穫機（細断型ロールベーラ）の開発・普
及、 作付奨励事業の効果等により、作付拡大環境の整備が進展。

○ 作付面積は、減少傾向で推移してきたが、平成１９年に配合飼料価格高騰を契機に増加に転じた。

・青刈りとうもろこしのロールベール給与を可能とするた
めに開発された「細断型ロールベーラ」

とうもろこし

牧草

○青刈りとうもろこしの単収（牧草との比較）（㎏／10a）

○青刈りとうもろこし作付けのメリット
・ 牧草に比較し、高栄養で高収量が期待できる作物
・ トウモロコシサイレージの給与比率を高めることにより配合飼料の使用量低

減が可能。

○課題
・ 生産時の労力がかかる（取り扱いやすい牧草のロールベールサイレージ体

系への移行）。
・ 道東など冷涼な地域に適する品種、西南暖地の二期作用品種が不足

〔青刈りとうもろこしの作付けを支援する主な対策〕

＜作付拡大への支援＞
○畑作不作付地への青刈りとうもろこし等飼料作物の作付け
拡大に対し助成（H21新規）

○草地更新時に青刈りとうもろこし等の高収量作物に転換する
際の助成

○青刈りとうもろこしの栽培・収穫作業への労力不足を解消す
るために受託組織（コントラクター）を活用する際の受託組織へ
の助成

○収穫機等の飼料費低減に資する機械等への助成

４．青刈りとうもろこしの作付け拡大

単位：千ｈａ

平成２年 １２年 １８年 1９年 ２０年
（速報値）

青刈りとうもろこし 126 96 84 86 91

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」

○青刈りとうもろこし作付面積の推移

資料：農林水産省「作物統計」
４



Ｈ１２年度 Ｈ１９年度

組織数（全国） １８０組織 ４７９組織
北海道 ７７ １７２
九 州 ４８ １２６

利用農家数（全国）１４，９７３戸 ２０，３７６戸
北海道 ３，２４９ ８，１７２
九 州 ６，６６５ ７，３４８

受託面積（全国） ６２，５８１ｈａ １１８，２７０ｈａ
北海道 ５１，８６９ １０４，９１２
九 州 ３，７３７ ３，５７０
＊受託面積は飼料収穫作業の受託面積

○ 飼養規模拡大や高齢化の進展による飼料生産労働力不足に対応するため、飼料生産組織やコントラクターによる
労働負担の軽減及び飼料生産作業の効率化・低コスト化を促進することが重要。

○ コントラクター組織数は増加しているものの、地域的な偏り（北海道と九州で約６割）や共同作業的な組織にとど まってい
る例も散見。

○ 今後は、地域の飼料生産の中核を担うコントラクターや生産された粗飼料を主体としたＴＭＲ（完全配合飼料）を畜
産経営に供給するためのＴＭＲセンターの育成を推進。

形態別組織数（Ｈ１９）

株式会社１９

農協

４９(１０%)       

有限会社

８１(１７%)

公社１８
稲わら等収穫
５千ha耕起等

８千ha

堆肥散布等
３４千ha(１８%)  

飼料生産関連３
０千ha(１７%)

耕種作業等
３５千ha (１
９%)

飼料収穫

１１８千ha(６４%)

作業別受託面積（Ｈ１９）

１５年度 １９年度
組織数 ３４ → ７３
（うち北海道） （７） （３１）

○ ＴＭＲ（粗飼料、濃厚飼料、ミネラル、ビタミン、添
加物等を混ぜ合わせ、必要な栄養素をすべて含ん
だ混合飼料）を調製し畜産経営に供給する施設。

○ 北海道を中心に組織数が増加。

コントラクター

ＴＭＲセンター

自給飼料のコ
スト削減

農地利用
集積

良質粗飼料
生産

ゆとり創造

経営全体の
改善

コントラクターの
効果

ＴＭＲ化
（混合飼料宅配）

○利用権の集積に
より効率化

○高性能作業機による短期集
中作業で気象に影響されな
い調製可能。

○飼料調製の均質化が進展

○作業単位の大型化、高性能機
械利用により飼料生産コスト削
減

○個々の農家が所有機械の削減

○牛管理への作業シフトが進
み、個体管理が進む

○濃厚飼料も含
め飼料成分
が均質化

○成育ステージ
に合わせた良
質混合飼料を
通年給与

○コントラクターの概要

農事組合法人

４８(1０%)

営農集団等

２６４（５５%)

５

５．飼料生産の外部化等の推進



○肉用牛の水田放牧頭数の推移

放牧のメリット
○飼育管理・飼料生産労働の削減
○購入飼料費の削減
○牛の健康増進（衛生費の削減、繁殖成績の向上）
のほか
○耕作放棄地の解消、未利用地利用
○イノシシ害等の防止
にも有効

単位：頭

６．放牧の推進

〔放牧推進のための主な対策〕

○器具機材導入・簡易施設等設置への助成

○放牧地等の造成整備、家畜保護施設等への助成

○入下牧時の家畜運搬、家畜衛生対策への助成

（資料：農林水産省畜産振興課調べ、20年度は4～7月での実績見込み）

○ 飼料費節減や飼養管理、飼料生産作業の省力化によるコストダウンの観点から放牧への取組が有効。
○ 最近は、低コストなソーラー電気牧柵、効果的なダニ忌避剤が開発されたことも相まって、肉用繁殖牛の耕作放棄地や水

田への放牧が全国的に増加傾向にある。
○ 今後、中山間地域における耕作放棄地の解消や棚田保全の観点から、転作田、野草地など多様な土地を利用した放牧を

推進する必要。

～50

50～

200～

500～

水田放牧マップ
(肉用牛の水田放牧頭数）

（単位：頭数）

中国地方での取組を先
進事例に取組が拡大

優良事例の特徴

○放牧を始める地域住民の理解を得るために行
政が積極的に関与。

○放牧経験牛貸し出し制度の利用により初期投
資を軽減。

○地域の実情に合わせ国の事業の他、県単事
業や中山間支払事業などを組み合わせて実施。

○放牧経験牛の貸し出し（レンタカウ）制度を地域に
構築することへの助成

○水田への放牧に対する助成

６



品質や内容が明らかで、大量に安定供給されるこ
とから飼料としての利用が容易

○ 食料自給率向上の取組の一環として、食品残さの飼料化（エコフィード）を推進。
○ 食品産業から排出される食品残さの飼料化率(※）は、着実に上昇（H15年度17%→H18年度22%) 。
○ 平成１９年１２月に、改正食品リサイクル法が施行。同法に基づく基本方針等において、再生利用に当
たっては飼料化を優先することを明確化。

○ さらに、地域における畜産農家と飼料化業者との連携強化、エコフィードの配合飼料としての利用拡大を
推進。

(※)食品廃棄物等の発生量全体に占める飼料化の割合。

食品製造業

食品残さ飼料化施設 畜産農家エコフィード原料排出元

再生利用等の実施率目標:
（24年度目標）：８５％

食品製造業の残さと比べて、異物混入や品質劣
化を起こしやすい等利用は限定的ではあるものの、
分別等により安定的に利用可能

卸売・小売業
外食産業

再生利用等の実施率目標:
(24年度) 食品卸売業：70％

食品小売業：45％
外食産業 ： 40％

【エコフィード推進のための対策】

・ 地域におけるエコフィードと粗飼料の混合飼料の生産拡大に向けた取り

組みを支援。

・ 配合飼料メーカーと食品残さ飼料化施設が連携したエコフィード増産を支

援。

・ エコフィードの取組の中核となる専門技術者の育成・確保及び新たな配

合飼料原料として利用する場合に必要な施設整備を支援。

・ エコフィード認証制度の創設。

食品残さ

の発生量
５００万トン

食品残さ

の発生量
64０万トン

農家が直接、または、

配合飼料メーカーを

通じて販売

７．食品残さの飼料化（エコフィード）の一層の推進
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○ 年間約２６０万トン程度輸入されている粗飼料も、穀物価格の高騰の影響を受けて上昇傾向
○ 一方、国内においては、一部で粗飼料を生産し、畜産農家へ販売する新たな取組も出現
○ 今後、経営内だけではなく、地域等で粗飼料を増産し流通する取組は、粗飼料の安定確保や飼料費の低減等、
畜産経営の安定にとって重要

８．国産粗飼料の流通

○ 飼料を生産・販売する取組事例（Ｋ県Ｓ有限会社）

堆 肥

飼料作物契約野菜

○取組のきっかけ
緑肥として生産したソルゴーを畜産農家から「飼料として分けて欲しい」という要望を受ける。ビジネスチャンスとしてとらえ、Ｈ１６年か

ら粗飼料供給サービスを開始。
○概要

・自己有地２０ｈａを含め８０ｈａで野菜生産（畜産はなし）
・野菜の連作障害対策も兼ねてトウモロコシを作付けサイレージ（２５ｈａで作付け、３５０トンで１,０００万円の売上げ）を生産し、畜産農家
に販売

畜産農家

・飼料自給率の向上
・飼料生産の省力化
・飼料の安定的確保

堆肥の地域内還元

有機的栽培（化学肥料低減） 生産コストの低減

Ｓ有限会社

・野菜の連作障害の回避
・夏期不作付地及び機械の有効
利用

・年間を通じて雇用が確保
・所得が向上

土壌相互クリーニング

８

〔飼料流通のための主な対策〕

○飼料の生産・収穫・調製・流通保管のため
の機械・施設の整備等への支援

○広域流通体制の確立に必要な拠点整備
等（機械・施設）への助成

○経費のコスト解析、品質調査等の取組へ
の助成



○ 国産飼料の生産・利用の拡大に向けた研究開発

○ 委託プロジェクト研究「粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発」(平成１８～２２年度)、「新農業展開ゲノムプロジェク

ト」(平成２０～２４年度)等において、飼料用稲、とうもろこし等の品種育成、自給飼料多給による畜産物生産、水田への放牧導

入技術、飼料米の低コスト生産・給与技術などの研究開発を推進。

地域に適合した主な飼料用稲品種

北海道から九州まで地域に適合した
飼料用稲品種を育成

飼料用稲等の新しい収穫調製技術

長期保存が可能。
嗜好性が高い。
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細断型収穫機で調製したサイレージの品質

（出典：千葉県畜産総合研究センター）

飼料を細かく（3cm程度）切断し、高密度に圧縮し
ロール成形する収穫機を開発

刈取部のアタッチメントの交換で、
イネ、牧草、トウモロコシなど

汎用利用が可能。

汎用型飼料収穫機細断型飼料イネ収穫機

道東地域におけるサイレージ用
とうもろこしの安定栽培技術

耐冷性に優れる「ぱぴりか」の育成

「ぱぴりか」等、早生品種を用いた狭畦栽培法
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・低温年の収量低下が小さく、露地の安定栽培可能
・雌穂割合が高く、栄養価が高い

畦間を狭くして栽植密度を
高め、冷害に強い「ぱぴり
か」と通常年に多収な外国
導入品種を交互に播種す
ることにより、冷害を回避し
て露地での安定多収が可
能。
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取 組 事 例



芳賀町酪農組合
（酪農家５戸）

ラッピング
保管・給与
たい肥散布

芳賀町飼料稲
生産組合

（耕種農家８戸）

専用収穫機を導入
栽培管理・収穫

梱包・運搬

利
用
供
給
契
約

稲ＷＣＳ（ロール）

購入代金
たい肥供給

収入計 １０，０００円

国産粗飼料増産対策助成金

１０，０００

支出計 ３９，９２３円

生産費（ラッピング） ９，９２３

購入代金支払（3,000円×10ロール）

３０，０００

飼料代 ２９，９２３円
（農家の負担）

○ 米の生産調整の一環として平成１４年から稲ＷＣＳを生産。作付面積は、平成１６年の１３．７ｈａから平成１９年の２２
ｈａまでに拡大。

○ 稲生産組合、酪農組合及び関係機関をもって飼料稲需給調整協議会を構成し、生産供給計画を策定。

○ 稲生産組合がロールまで生産し酪農家へ運搬、その後、酪農組合はラッピングをしてＷＣＳを生産。また、酪農家の
たい肥を稲生産組合の水田に散布。

収入計 ８３，０００円

販売代金収入 ３０，０００

産地づくり交付金 ４０，０００

耕畜連携推進対策助成金 １３，０００

支出計 ７１，３３６円

生産費（栽培管理・収穫） ７１，３３６

差引残高 １１，６６４円

＜10aあたりの収支＞

稲作農家は収穫から運搬まで 畜産農家でラッピング

＜10aあたりの収支＞

1TDN kg 55.5円の負担…
他の自給飼料よりやや安い

という評価

（参考）稲発酵粗飼料の先進事例（芳賀町飼料稲需給調整協議会・栃木県）

１０



耕種農家

【花巻市 ６集団】

花巻東部
ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

ＪＡ
低温倉庫

玄米粉
砕工場

（有）ありす畜産
（養豚農家）

配合飼料
工場

ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ
事業連合

（乾燥・籾摺等） （保管） 北日本くみあい
飼料(株)

（参考） 飼料用米の利活用に係わる取組事例

玄米（トラックで

その都度出荷）

イベントでの取組紹介（池袋）消費者との交流会（飼料用米の収穫）

【岩手県】

玄米
（１ｔフレコン） （トラック輸送）飼料用米 配合飼料 豚肉

平成20年：22.4ha

○ ＪＡが中心となって、耕種農家と畜産農家、さらには販売組織（コープネット）をマッチングし、飼料用米の生産
から利用・販売に至る体制を構築。

○ 畜産物の分析、消費者に対する普及活動などに取り組んでいる。

○飼料用米を利用した畜産物の普及活動

飼料用米解説のパンフレット作成、イベント会場での飼料用米解説
飼料用米しよう豚肉の名称公募、飼料用米給与豚肉の試食会 等

肥育後期(120日齢）
から10％配合で給与

○畜産物の成分分析等を実施

・枝肉調査、飼料効率、飼料要求率
・食味試験、
・肉質検査（水分、ｐＨ、保水性、伸展性 等）
・成分分析（粗脂肪、粗タンパク質、脂肪酸

組成、融点等）

【主に関東方面】

【青森県】

コープネット飼料用米生産流通協議会（岩手県）
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○ 草地は善良な管理に努めても土壌の硬化や強害雑草の侵入などにより劣化
○ 草地の生産性を永続的に維持するため、１０年に一度程度は深耕し、土壌改善と行った上で優良

品種への転換が必要
○ 草地でのマメ科牧草の割合を増加することや青刈とうもろこしの導入により配合飼料の使用量が低

減可能

北海道農政部調べ

草地改良によ
る改善

○草地改良が進まない理由
・コストがかかる面倒な仕事して敬遠
・新しい作物、品種の導入のリスク
・改良当年度は収穫量が減少

単収
（t/ha）

経過年数（年）

チモシー

ｱｶｸﾛｰﾊﾞ

ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ

ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ

ﾄｳﾓﾛｺｼ

（参考）草地の改良に対する取組拡大
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耕作放棄地の解消、棚田保全や鳥獣被害の防止の観点から、地域の特色を生かしたモデル的な取組

レンタカウの活用事例（山口県）

公共牧場と水田で低コスト・省力化（岩手県）谷ごと放牧（大分県）

鳥獣被害防止及び地域の交流（滋賀県）

○ 岩手県一関地域振興局が独自の放
牧推進事業をH16年に実施。

○ コスト低減が図れる放牧の実施によ
り増頭。

○ 水田放牧地と公共牧場の双方を活
用。

○ 配合飼料の使用量が減少し、経費・
労働時間が減少。

○ 周辺の農地において野生獣による
農作物被害が減少。

○ 長年耕作放棄されていた農地が保
全され景観が著しく改善。

○ 牧歌的な風景や家畜とふれあうこ
とにより心が安らいだり、家族や集落
での話題づくりなどにも効果。

○ 放牧の開始に当たり、地域住民の
理解を得るため、行政が積極的に関与。

○ 放牧経験牛の貸出制度を創設し牛
の導入経費など初期投資を軽減。

○ 国の事業、県単事業等を組み合わ
せて実施。

○ 地域住民の理解･協力により、脱柵
時などスムーズな連絡体制を構築。

○ 中山間地域直接支払制度による「集
落協定」により地区ごと（谷ごと）に生
産する作物を調整。

○ 飼養管理の軽減、水田けい畔除草
の手間軽減などメリット。

○ 大分県の土地条件を最大限に活用
する「おおいた型放牧」への発展。

水田放牧
（長門市）

地域住民が参加した
牧場開き

（東近江市）

水田放牧
（一関市）

谷ごと放牧
（竹田市）

行政が積極的に関与し、放牧牛の貸出制度等を
整備

行政機関の提案により、大豆、そばなど転作作物
と放牧を組み合わせ農地を高度利用

地域振興独自の事業活用により水田放牧を導入

行政と集落が一体となって、野生獣の出没経路
に沿って放牧を実施

（参考）水田・耕作放棄地放牧のモデル的取組
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①千葉県下のイオング
ループ８店舗及びその
他食品工場等から排出
される食品循環資源を
保冷車で収集。

②包装があるものは、破砕・選別機によりを除去し、ベルトコンベ
アで細断・撹拌機へ投入。

④タンクローリーで４つの農場に配送

イオングループ、他

（有）ブライトピック千葉（有）ブライトピック千葉

③細断した原料を、牛乳やジュース等と
混合。乳酸菌等を混合し発酵させるこ
とで雑菌の繁殖の防除し、保存性等を
高めた液状飼料を製造。

⑤パイプラインを通し、液状飼料を肥
育豚に給与。

⑥生産された畜産物（豚肉）を
イオングループ等で販売

リサイク・ルループ

（参考）エコフィードの先進事例

○ ブライトピック千葉では、千葉県下のイオングループ２５店舗等から食品循環資源を１１２．５ｔ／月受け入れ、飼料化工
場にて液体飼料に加工。

○ 系列の農場で液体飼料を給餌（リキッドフィーディング）。
○ 関東のイオングループ５５店舗で豚肉を販売。（１９２頭／月。精肉として９．４ｔ。）

リサイクル・ループを活用した食品残さの飼料化（千葉県旭市）
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